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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 蝸 牛 の 興 奮 性 内 耳 神 経 毒 性 に よ る 人 の 耳 鳴 り で あ っ て 、
　 ア リ ル サ イ ク ロ ア ル キ ラ ミ ン （ ａ ｒ ｙ ｌ ｃ ｙ ｃ ｌ ｏ ａ ｌ ｋ ｙ ｌ ａ ｍ ｉ ｎ ｅ ） 類 を 含 み
　 Ｎ Ｍ Ｄ Ａ レ セ プ タ が 介 在 し て お こ る 、 人 の 聴 覚 神 経 の 異 常 な 活 動 を 効 果 的 に 抑 制 ま た は
減 少 さ せ る こ と を 特 徴 と す る
【 請 求 項 ２ 】
　 蝸 牛 の 興 奮 性 内 耳 神 経 毒 性 に よ る 人 の 耳 鳴 り で あ っ て 、
　 ア リ ル サ イ ク ロ ア ル キ ラ ミ ン （ ａ ｒ ｙ ｌ ｃ ｙ ｃ ｌ ｏ ａ ｌ ｋ ｙ ｌ ａ ｍ ｉ ｎ ｅ ） 類 を 含 み
　 Ｎ Ｍ Ｄ Ａ レ セ プ タ が 介 在 し て お こ る 、 人 の 聴 覚 神 経 の 異 常 な 活 動 を 効 果 的 に 予 防 す る こ
と を 特 徴 と す る
【 請 求 項 ３ 】
　

を 処 置 す る た め の 薬 剤
、

耳 鳴 り を 処 置 す る た め の 薬 剤 。

を 予 防 す る た め の 薬 剤
、

耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

上 記 ア リ ル サ イ ク ロ ア ル キ ラ ミ ン （ ａ ｒ ｙ ｌ ｃ ｙ ｃ ｌ ｏ ａ ｌ ｋ ｙ ｌ ａ ｍ ｉ ｎ ｅ ） 類 が 、
下 記 構 造 式 Ｉ
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【 請 求 項 ４ 】
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【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
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を 有 し て い る も の で あ り 、 Ｒ １ ， Ｒ ２ ， Ｒ ３ ， Ｒ ４ ， お よ び Ｒ ５ は Ｈ ， Ｃ ｌ ， Ｆ ， Ｉ ， Ｃ
Ｈ ３ ， Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ３ ， Ｎ Ｈ ２ ， Ｏ Ｈ ， ま た は Ｃ Ｏ Ｏ Ｈ か ら 独 立 に 選 択 さ れ 、 Ｒ ６ お よ び Ｒ
７ は Ｈ ， Ｃ Ｈ ３ ， Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ３ ， Ｏ Ｈ ， Ｃ ｌ ， Ｆ ， ま た は Ｉ か ら 独 立 に 選 択 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 耳 鳴 り を 処 置 す る た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り
を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

上 記 ア リ ル サ イ ク ロ ア ル キ ラ ミ ン （ ａ ｒ ｙ ｌ ｃ ｙ ｃ ｌ ｏ ａ ｌ ｋ ｙ ｌ ａ ｍ ｉ ｎ ｅ ） 類 が 、
ケ タ ミ ン （ ｋ ｅ ｔ ａ ｍ ｉ ｎ ｅ ） で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 耳 鳴 り を 処 置 す
る た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

上 記 の 蝸 牛 の 興 奮 性 内 耳 神 経 毒 性 が 、 音 響 に よ る 外 傷 性 障 害 、 老 人 性 難 聴 、 虚 血 、 血 液
の 無 酸 素 症 （ ａ ｎ ｏ ｘ ｉ ａ ） 、 一 つ ま た は 複 数 の 内 耳 神 経 毒 性 の 薬 物 療 法 に よ る 処 置 、 ま
た は 急 性 難 聴 、 か ら な る 群 に よ っ て ひ き お こ さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 耳
鳴 り を 処 置 す る た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

ラ ウ ン ド ・ ウ イ ン ド ウ ・ メ ン ブ ラ ン （ ｒ ｏ ｕ ｎ ｄ 　 ｗ ｉ ｎ ｄ ｏ ｗ 　 ｍ ｅ ｍ ｂ ｒ ａ ｎ ｅ ）
ま た は オ ー バ ル ・ ウ イ ン ド ウ ・ メ ン ブ ラ ン （ ｏ ｖ ａ ｌ 　 ｗ ｉ ｎ ｄ ｏ ｗ 　 ｍ ｅ ｍ ｂ ｒ ａ ｎ ｅ
） を 通 じ て 、 内 耳 に 対 し て 局 所 的 に 投 与 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 耳 鳴 り
を 処 置 す る た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

侵 襲 性 の 薬 剤 輸 送 手 段 （ ｄ ｒ ｕ ｇ 　 ｄ ｅ ｌ ｉ ｖ ｅ ｒ ｙ 　 ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｉ ｑ ｕ ｅ ） に よ っ て
、 内 耳 に 対 し て 局 所 的 に 投 与 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 耳 鳴 り を 処 置 す る
た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

上 記 蝸 牛 の 興 奮 性 内 耳 神 経 毒 性 が 急 性 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 耳 鳴 り
を 処 置 す る た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

上 記 蝸 牛 の 興 奮 性 内 耳 神 経 毒 性 が 繰 り 返 し お こ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 耳
鳴 り を 処 置 す る た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬 剤 。

上 記 蝸 牛 の 興 奮 性 内 耳 神 経 毒 性 が 持 続 す る ま た は 慢 性 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
に 記 載 の 耳 鳴 り を 処 置 す る た め の 薬 剤 、 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 耳 鳴 り を 予 防 す る た め の 薬
剤 。


	header
	written-amendment

